
　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・
バランス）とは、老若男女だれもが、
仕事、家庭生活、地域生活、個人の
自己啓発など様々な活動について、
自ら希望するバランスで展開できる
状態のことです。

仕事も生活も充実した毎日のために
～11月は「仕事と生活の調和推進月間」～

人生の段階に応じて
自分の希望する
バランスで展開
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　他の先進国と比べ、日本では一人あたりの労働時間が長く、休暇の取得
も少ない傾向にあると言われています。行き過ぎた長時間労働は、心身の
バランスを崩したり、家庭や地域との繋がりを希薄にするなど、社会の活力
を低下する原因にもなります。
　滋賀県では、11 月を推進月間と定め、「仕事と生活の調和」の実現に向け
た啓発活動に取り組んでいます。
　仕事も生活も充実した毎日のため
に、皆さんも、自分のワーク・ライフ・
バランスのあり方を考えてみませんか。
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人権推進課　人権政策係
☎６５‐０６９４／ ６３‐４５８２

職員採用試験のお知らせ
●採用職種／介護福祉士：２人
　　　　　　看護師：１人
●採用予定日／平成２７年４月１日
●受験資格／

▪ 介護福祉士：昭和58年4月2日以降に
生まれ、介護福祉士資格を有するか、
平成26年度末までに資格取得のため
の試験に合格もしくは課程を修了す
る見込みの方。

▪ 看護師：昭和45年4月2日以降に生ま
れ、看護師免許を有する方。

●試験日／12月1３日（土）
●合格発表／平成27年１月中旬頃
●受付期間／11月4日（火）～28日（金）まで

の執務時間中（8時30分～17時15分）
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職員課　人事係
☎６５‐０６６９／ ６３‐４５６１
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　青少年の健やかな成長は、市民みんなの願い
です。11 月は「子ども・若者育成強調月間」と
して、次の世代を担う子どもと若者が、社会の一
員として認められ、自らの力で活躍できるための
育成支援の運動が全国的に実施されます。
　本市においても、青少年の夢と創造性を育む
地域づくりをめざす取り組みを展開します。
子どもの健やかな成長を願い、手づくり啓発品を配布
　市少年補導委員会と少年センターでは、水口
中学校ボランティア部員と一緒に作成した〝押し
花しおり〟などを配布し青少年育成の啓発活動を
行います。
【実施日時／場所】
◦１１月８日（土）１４時～／フレンドマート甲南店
◦１１月８日（土）１６時～／アルプラザ水口店
※少年に関する困りごとや悩みごとなどがあれば

少年センターにご相談ください。
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『子ども・若者育成支援強調月間』
〜健やかな青少年の成長を願って〜
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児童クラブ名 学校区 申し込み期間 電話番号
水口児童クラブ 水口

１１月２７日（木）・２８日（金）　９：３０～１８：３０
１１月２９日（土）　９：３０～１２：３０
※入所希望者説明会
　１１月１１日（火）２０：００～
　碧水ホール
　（申請用紙当日渡し）

ＮＰＯ法人
わくわくキッズ
☎６３－４６５５

（水口町八坂）

綾野児童クラブ 綾野
貴生川児童クラブ 貴生川
貴生川第２児童クラブ 貴生川
伴谷児童クラブ 伴谷
伴谷東児童クラブ 伴谷東
柏木児童クラブ 柏木
土山かしきや児童クラブ 土山
大野児童クラブ 大野
油日児童クラブ 油日 １１月４日（火）～１４日（金） ☎８８－２３８４
大原児童クラブ 大原

１１月４日（火）～１４日（金）
労協センター事業団
甲賀営業所　☎８８－９２２５

☎８８－２３６８
甲南そまっこ児童クラブ 甲南第一 ☎８６－７７９８
甲南わくわく児童クラブ 希望ヶ丘 ☎８６－４０２４
甲南なかよし児童クラブ 中部・第二・第三 ☎８６－１５７７
小原児童クラブ 小原 ☎８２－４５１１
雲井くもっこ児童クラブ 雲井 ☎８３－０３１１
信楽児童クラブ 信楽 １１月４日（火）～１４日（金） ☎８２－２０１０

平成２７年度
児童クラブ利用申し込み受付開始
　市では、保護者が仕事などにより昼間家庭で保育できない児童の健全な育成を図るため、放課後の集団生活の場

「児童クラブ」（学童保育）を設置しています。平成２７年度から対象者を小学校６年生までに拡大します。
　申し込みを下記のとおり行いますので、この期間にお申し込みください。

※詳しくは、各クラブにお問い合わせください。（水口および土山地域の児童クラブの申し込みについては、１１月１１日（火）の入所希
望者説明会でお知らせします。お問い合わせは、ＮＰＯ法人わくわくキッズ事務局にお願いします。）

※入所については、入所基準に該当し保育の必要性の高い方から決定します。原則として、常時利用される方を優先させていただきます。

●利用対象者　小学校１～６年生
●利 用 時 間　 平 日 ：放課後～１８時 

土 曜 日：８時～１８時（希望者が５人以上あれば検討します） 
長期休暇：８時～１８時

●利 用 料 金　平日 10,000 円／月（土曜日、長期休暇は利用料金が加算されます）
●申 込 先　通学している学校区の児童クラブ（わくわくキッズは事務局のみ）
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甲賀市少年センター
☎６２‐６０１０／ ６３‐３９７７
社会教育課　青少年育成係
☎８６‐８０２２／ ８６‐８３８０

　市では社会福祉協議会に委託する法律相談（毎月第
1・3木曜日）に加え、新たな法律相談事業を開設します。
　相談に応じるのは、おうみ法律事務所の竹内弁護士で
す。相談日は、11月26日から毎月第2・4水曜日の午後
を基本に、あいこうか市民ホール練習室で行われます。

　相談は無料で秘密は固く守られます。予約制となっ
ていますので、電話でお申し込みください。
※今後の法律相談の日程は、広報あいこうかをご確認ください。
申し込み
問い合わせ おうみ法律事務所　☎０７７‐５２４‐６９８１

お困りごとはお気軽にご相談を　無料法律相談を拡充します

4平成 26 年 11 月 1 日5 平成 26 年 11 月 1 日


